
令和７年度

一般会計第９号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町





議案第１２０号

令和７年度与謝野町一般会計補正予算(第９号)

令和７年度与謝野町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ２２２，１３１千円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１４，３１１，０９３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。

令和７年１２月１８日提出

与謝野町長 山 添 藤 真
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第２表　繰　越　明　許　費　補　正

（追　加）

3 1

　（単位：千円）

民 生 費 社 会 福 祉 費 物価高騰対応生活者支援事業 133,500

款 項 事　　業　　名 金 額
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給与費明細書
1　特　別　職

（単位：千円）

（人）

7,600

(3.425月分)

16,212

(3.425月分)

その他の
特 別 職

57,809 0 0 0 57,809 0 57,809

計 18 104,129 22,016 23,812 9,964 159,921 19,314 179,235

7,600

(3.425月分)

16,212

(3.425月分)

その他の
特 別 職

57,809 0 0 0 57,809 0 57,809

計 18 104,129 22,016 23,812 9,964 159,921 19,314 179,235

その他の
特 別 職

0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

2　一　般　職
　(1)　総　括

（単位：千円）

（人）

227

(393)

227

(393)

0

(0)

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
特　　殊
勤務手当

時 間 外
勤務手当

宿 日 直
手　　当

管理職員
特別勤務
手　　当

休　　日
勤務手当

管 理 職
手　　当

補正後 24,570 36,471 9,456 12,341 632 47,139 1,157 732 329 17,036

補正前 24,570 36,471 9,456 12,341 632 46,969 1,157 732 329 17,036

比　較 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0

区　分 期末手当 勤勉手当 児童手当
退職手当
（負担金）

退職手当
（特別負担金）

単身赴任
手　　当

計

補正後 319,509 261,925 16,650 113,077 26,480 0 887,504

補正前 319,509 261,925 16,650 113,077 26,480 0 887,334

比　較 0 0 0 0 0 0 170

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

給　　　与　　　費

給　　　与　　　費

区　分
職員数

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料

期末手当
（年間支給率）

その他
の手当

計

補正後

長　等 3 0 22,016 9,964 39,580 6,088 45,668 教育長を含む

議　員 15 46,320 0 0 62,532 13,226 75,758

補正前

長　等 3 0 22,016 9,964 39,580 6,088 45,668 教育長を含む

議　員 15 46,320 0 0 62,532 13,226 75,758

比　較

長　等 0 0 0 0 0 0 0 0 教育長を含む

議　員 0 0 0 0 0 0 0 0

区　分
職員数

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料 職員手当 計

補正後 683,151 861,715 887,504 2,432,370 422,719 2,855,089

補正前 683,151 861,715 887,334 2,432,200 422,719 2,854,919

比　較 0 0 170 170 0 170

職員手当
の 内 訳
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　　　　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

（人）

227

(1)

227

(1)

0

(0)

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
特　　殊
勤務手当

時 間 外
勤務手当

宿 日 直
手　　当

管理職員
特別勤務
手　　当

休　　日
勤務手当

管 理 職
手　　当

補正後 24,570 36,471 9,456 12,341 632 47,139 1,157 732 329 17,036

補正前 24,570 36,471 9,456 12,341 632 46,969 1,157 732 329 17,036

比　較 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0

区　分 期末手当 勤勉手当 児童手当
退職手当
（負担金）

退職手当
（特別負担金）

単身赴任
手　　当

計

補正後 206,542 166,690 16,650 113,077 26,480 0 679,302

補正前 206,542 166,690 16,650 113,077 26,480 0 679,132

比　較 0 0 0 0 0 0 170

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

　　　　イ　会計年度任用職員 （単位：千円）

（人）

0

(392)

0

(392)

0

(0)

区　分 期末手当 勤勉手当 計

補正後 112,967 95,235 208,202

補正前 112,967 95,235 208,202

比　較 0 0 0

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

給　　　与　　　費

給　　　与　　　費

区　分
職員数

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料 職員手当 計

補正後 0 861,715 679,302 1,541,017 281,884 1,822,901

補正前 0 861,715 679,132 1,540,847 281,884 1,822,731

比　較 0 0 170 170 0 170

職員手当
の 内 訳

区　分
職員数

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料 職員手当 計

補正後 683,151 0 208,202 891,353 140,835 1,032,188

補正前 683,151 0 208,202 891,353 140,835 1,032,188

比　較 0 0 0 0 0 0

職員手当
の 内 訳
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　(2)　給料及び職員手当の増減額の明細
（単位：千円）

増減額

給料 0 0

職員手当 170 170 扶養手当 0

地域手当 0

住居手当 0

通勤手当 0

特殊勤務手当 0

時間外勤務手当 170

宿日直手当 0

管理職員特別勤務手当 0

休日勤務手当 0

管理職手当 0

期末手当 0

勤勉手当 0

児童手当 0

0

0

単身赴任手当 0

　(3)　給料及び職員手当の状況
　　　　ア　職員１人当たり給与

　　　　イ　初　任　給

区分 増減事由別内訳 説　　明 備　　考

その他の増減分

その他の増減分

退手組合負担金

退手組合特別負担金

区　　分 一般行政職 技能労務職

平均給料月額（円） 331,687 298,043

平均給与月額（円） 368,967 319,623

平 均 年 齢（歳） 43歳1月 56歳9月

平均給料月額（円） 331,687 298,043

平均給与月額（円） 368,967 319,623

平 均 年 齢（歳） 43歳1月 56歳9月

国の制度

行政職（一） 行政職（二）

高　校　卒 200,300 223,200 200,300 223,200

短　大　卒 216,500 - 216,500 -

大　学　卒 232,000 - 232,000 -

補正後

補正前

区　　分 一般行政職 技能労務職
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　　　　ウ　級別職員数

級 職員数
　　（人）

構成比
　　（％）

級 職員数
　　（人）

構成比
　　（％）

1級 13 6.1 1級 2 14.3 

2級 22 10.3 2級 0 0.0 

3級 88 41.3 3級 12 85.7 

（1）

4級 49 23.0 

5級 28 13.2 

6級 13 6.1 

計 213 100.0 計 14 100.0 

(1)

1級 13 6.1 1級 2 14.3 

2級 22 10.3 2級 0 0.0 

3級 88 41.3 3級 12 85.7 

（1）

4級 49 23.0 

5級 28 13.2 

6級 13 6.1 

計 213 100.0 計 14 100.0 

(1)
※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

（級別の標準的な職務内容）
　一般行政職（令和7年4月1日現在）

　技能労務職

一般行政職 技能労務職

職務の級 標　準　的　な　職　務

1級  定型的な業務を行う職務

2級  高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級  主任又は主査の職務

4級
 (1)　課長、局長、次長、所長又は園長を補佐する職務
 (2)　係長の職務

5級  所長、園長又は主幹の職務

6級  参事、課長、局長又は次長の職務

職務の級 標　準　的　な　職　務

1級  定型的又は補助的な作業を行う職務

2級  技能又は経験を必要とする作業を行う職務

3級  高度の技能又は経験を必要とする作業を行う職務

区　分

補正後

補正前
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　　　　エ　期末手当・勤勉手当

※（ ）内は再任用職員

　　　　オ　特殊勤務手当

　　　　カ　その他の手当

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

支給期別支給率 支給率計

6月（月分） 12月（月分） （月分）

2.30 2.35 4.65 

（1.20） （1.25） （2.45）

給料総額に対する比率（％） 0.07

支給対象職員の比率　（％） 0.88 し尿処理業務従事手当2名

代表的な特殊勤務手当の名称
・社会福祉業務従事手当・し尿処理業務従事手当
・有害鳥獣処理業務従事手当

区　分 国の制度との異同 差　異　の　内　容

扶養手当 同じ

住居手当 同じ

通勤手当 同じ

区　分
職制上の段階、
職務の級等によ
る加算措置

備　考

令和7年度 有

区　分 支給対象職員／全職員 備考
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